
11月５日
久米島町
防災訓練

久米島町役場にて配布

※
相
談
時
間
は
１
人
30
分

※
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

お
問
合
せ

総
務
課
　
☎
９
８
５

−

７
１
２
１

■
地
域
行
政
懇
談
会

内
容
　
町
民
の
声
を
反
映
し
た
町
政
運
営

を
行
う
こ
と
を
目
的
に
、
町
民
の
皆
様
と

町
長
が
町
行
政
に
つ
い
て
話
し
合
う
行
政

懇
談
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

日
程
　
12
月
４
日
（
水
）
午
後
６
時
30
分

　
　
　
球
美
中
学
校

　
　
　
12
月
５
日
（
木
）
午
後
６
時
30
分

　
　
　
具
志
川
改
善
セ
ン
タ
ー

お
問
合
せ

総
務
課
　
☎
９
８
５

−

７
１
２
１

■
農
林
業
セ
ン
サ
ス
調
査
（
全
国
）

内
容
　
農
林
業
を
営
ん
で
い
る
す
べ
て
の

農
家
、
林
家
や
法
人
を
対
象
に
農
林
業
の

実
態
調
査
の
た
め
、
調
査
員
が
調
査
票
を

配
布
い
た
し
ま
す
。
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

期
間
　
12
月
～
３
月

調
査
期
日
　
２
月
１
日
時
点

■
年
末
調
整
等
説
明
会

内
容
　
年
末
調
整
及
び
法
定
調
書
等
の
作

成
の
し
か
た
に
つ
い
て
説
明
会
を
開
催
い

た
し
ま
す
。

日
時
　
11
月
22
日
（
金
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

場
所
　
具
志
川
改
善
セ
ン
タ
ー

お
問
合
せ

北
那
覇
税
務
署
　
☎
８
７
７

−

１
３
２
４

税
務
課
　
☎
９
８
５

−

７
１
２
７

お
知
ら
せ

11/1  〜  12/8  の主な日程
1 金 ・区長会・移動図書館
2 土 ・移動図書館・子ども読書まつり

3 日
文化の日　・文化祭

・文化財めぐり
・学習発表会（清水幼・小）

4 月 振替休日
5 火 ・久米島町防災訓練
7 木 ・中学校子ども議会
8 金 ・無料法律相談
9 土 ・秋季全国火災予防運動 ～ 15日

10 日
・久米島町議会議員選挙
・学習発表会（大岳）
・女性防火グラウンドゴルフ大会

13 水 ・乳がん検診予約受付開始～ 20日
15 金 ・離島フェア~17日

16 土 ・古武術 国際セミナー～ 20日
いもの日

17 日 ・学習発表会（仲里）
18 月 ・肉用牛セリ市

23 土 勤労感謝の日
・久米島車エビフェスタ

24 日 ・シュガーライド
・学習発表会（久米島・比屋定・美崎）

25 月 ・農業委員会総会
28 木 ・農業用廃プラ受入日
30 土 ・ガサシワカチャラ久米島公演

12月
1 日 ・町産業まつり
2 月 ・区長会
4 水 行政懇談会（球美中）
5 木 行政懇談会（改善センター）

6 金 ・(那覇市タイムスビル)久米島物産展～
8日

7 土 ・中体連沖縄角力大会
8 日 ・県民カレッジin久米島

久米島で

「くもんの先生」を

募集しています

久米島博物館「臨時休館」
　久米島博物館では館内の照明設備、空調設備の改修
工事に伴い下記の期間、臨時休館致します。なお、工
事完了予定日は令和２年１月31日を予定しており、臨
時休館日以外は通常どおり開館し、
館内の一部で工事を継続いたしま
す。工事期間中は、ご不便おかけい
たしますが、ご理解とご協力をお願
い申し上げます。

臨時休館日　 11月26日(火) ～ 12月8日(日) 
11月25日(月)と12月９日(月)は定期休館日となり、

臨時休館後は12月10日(火)より開館いたします。

広
告
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■
職
域
バ
レ
ー
参
加
チ
ー
ム
募
集

　
久
米
島
町
体
育
協
会
主
催
の
久
米
島
町

職
域
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
が
、
令
和
元
年

11
月
13
～
15
日
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。

職
場
の
親
睦
と
融
和
の
た
め
多
く
の
チ
ー

ム
の
参
加
を
募
集
し
ま
す
。

参
加
申
込
期
限
　
11
月
５
日
（
火
）

申
込
問
合
せ
　
体
協
バ
レ
ー
部
　
津
波

☎
９
８
５

−

７
１
２
２
（
企
画
財
政
課
）

■
第
33
回
職
域
フ
ッ
ト
サ
ル
大
会

　
フ
ッ
ト
サ
ル
競
技
の
普
及
発
展
と
町
民

の
健
康
増
進
を
図
る
と
と
も
に
各
職
場
、

団
体
間
の
親
睦
・
交
流
を
目
的
と
し
て
開

催
し
ま
す
。
多
く
の
参
加
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

【
大
会
日
程
】

日
時
　
12
月
８
日
（
日
）
午
前
10
時

場
所
　
久
米
島
ホ
タ
ル
ド
ー
ム

参
加
資
格
　
町
内
在
住
の
事
業
所
及
び
各

種
団
体
で
５
～
10
名
で
編
成
し
た
チ
ー
ム

（
愛
好
者
に
よ
る
チ
ー
ム
編
成
も
可
）

締
切
　
12
月
４
日
（
水
）

　
　
　
午
後
５
時
ま
で
に
電
話
で
申
込

【
監
督
会
】

日
時
　
12
月
４
日
（
水
）
午
後
７
時

場
所
　
仲
里
庁
舎
１
階
会
議
室

　
　
　
※
参
加
必
須

参
加
費
（
保
険
料
、
体
協
助
成
金
含
む
）

　
　
　
一
般
　
３
０
０
０
円

　
　
　
中
・
高
校
生
　
１
５
０
０
円

主
催
　
久
米
島
町
体
育
協
会（
サ
ッ
カ
ー
部
）

お
問
合
せ
　
前
泊
伸
介

☎
０
７
０

−

３
８
０
３

−

３
９
２
０

■
久
米
島
車
エ
ビ
フ
ェ
ス
タ

内
容
　
車
エ
ビ
の
生
産
量
日
本
一
を
誇
る

久
米
島
で
今
年
も
「
車
エ
ビ
フ
ェ
ス
タ
」

を
開
催
い
た
し
ま
す
。
車
エ
ビ
料
理
の
屋

台
や
車
エ
ビ
つ
か
み
取
り
、
抽
選
会
、
ス

テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
時
　
11
月
23
日
（
土
）

　
　
　
午
前
11
時
～
午
後
４
時

場
所
　
水
産
物
加
工
処
理
施
設
前
広
場

■
第
18
回
久
米
島
町
産
業
ま
つ
り

内
容
　
久
米
島
の
特
産
品
や
苗
木
即
売
、

久
米
島
高
校
園
芸
科
の
展
示
即
売
を
実

施
い
た
し
ま
す
。
そ
の
他
車
エ
ビ
つ
か
み

取
り
や
エ
ア
ー
遊
具
、
ピ
エ
ロ
に
よ
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
等
イ
ベ
ン
ト
を
た
く
さ
ん

用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
皆
様
ぜ
ひ
遊
び

に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
　
12
月
１
日
（
日
）

　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
３
時

場
所
　
久
米
島
ホ
タ
ル
ド
ー
ム

■
無
料
法
律
相
談

内
容
　
財
産
、
相
続
、
金
銭
、
賃
借
、
契

約
な
ど
の
法
律
問
題

日
時
　
11
月
8
日
（
金
）

　
　
　
午
前
10
時
～
正
午

　
　
　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

場
所
　
仲
里
庁
舎
２
階
会
議
室

※
予
約
制
と
し
ま
す
。

　
当
日
受
付
も
行
い
ま
す
が
、
予
約
の

方
が
優
先
と
な
り
ま
す
。

募
集

相
談

イ
ベ
ン
ト

11月11日～17日は「税を考える週間」です
　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年
を通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、
集中的に様々な広報広聴施策を実施しています。
　令和元年の「税を考える週間」は、テーマを「くらしを支える税」とし、以下のとおり実施します。

税に関する情報は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）へ　
国税分野におけるマイナンバー制度に関する情報は、（www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm）

国税庁ホームページによる広報１

社会保障・税番号制度・ICTを利用した申告・納税手続などへの国税庁の取組4
消費税の軽減税率制度に向けた国税庁の取組5

講演会の実施や関係民間団体等との連携3
SNSを利用した広報2

正しく知ろう！電波利用のルール
　電波は、スマートフォン、無線LANなど、様々な形で利用されています。また、 消
防・救急無線などの重要無線は国民生活の安心・安全を支えるインフラとなっていま
す。しかし、無免許での電波の不正使用などのルール違反も多発しています。このため、
総務省沖縄総合通信事務所では電波に関するルール作りと、良好な電波利用環境の維
持に取り組んでいます。

不法電波でこのような重大な問題が起こります
　不法電波は、携帯電話やテレビ・ラジオに障害を与えるなど、日常生活に悪影響を
及ぼすばかりか、消防・救急、鉄道、防災行政、警察、飛行機など人命にかかわる重
要な無線通信を妨害して、私たちの生活を脅かします。
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